
 

 

酒田地区広域行政組合汚泥再生処理センター施設整備事業総合評価審査委員会（以下「審査委員会」

という。）は、酒田地区広域行政組合（以下「本組合」という。）が令和 7 年 2 月 26 日に公表した「酒

田地区広域行政組合汚泥再生処理センター施設整備事業」の総合評価一般競争入札に係る事業者提案

について、基礎審査を実施後、技術提案書及び入札価格について定量化審査により総合的に審査を行

った。 

本組合は、審査委員会による審査の結果を踏まえ、落札者を決定したので、審査委員会における客

観的な評価の結果を審査講評として公表する。 

 

令和 7 年 7 月 31 日 

酒田地区広域行政組合管理者 酒田市長 矢口 明子 
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第１章 事業概要 

１ 事業名称 

酒田地区広域行政組合汚泥再生処理センター施設整備事業（以下「本事業」という） 

 

２ 施設の概要等 

名称 

酒田地区広域行政組合汚泥再生処理センター（以下「本施設」という） 

 

建設予定地 

項  目 概  要 

所在地 山形県酒田市広栄町三丁目 133 番地 

敷地面積 
約 2,440m2 

（主たる施設とその付帯設備の建築可能面積） 

 

施設の概要 

施設の種類 概  要 

汚泥再生処理

センター 

処理方式 
水処理設備：前脱水＋希釈＋下水道放流方式 

資源化設備：助燃剤化方式 

処理能力 
計画処理量：47kL/日 

（し尿 7kL/日、浄化槽汚泥 39kL/日、農業集落排水汚泥 1kL/日） 

 

３ 事業期間等 

事業期間等は、以下のとおりである。 

事 業 期 間 ：特定事業契約の本契約成立日（令和 7 年（2025 年）8 月下旬（予定）） 

 （令和 26 年（2044 年）3 月 31 日の約 18.5 年間とする。 

設計・建設期間 ：特定事業契約の本契約成立日（令和 7 年（2025 年）8 月下旬（予定）） 

 から令和 10 年（2028 年）9 月 30 日とする。 

 （本施設の竣工：令和 10 年（2028 年）9 月 30 日とする。） 

運営・維持管理期間 ：令和 10 年（2028 年）10 月 1 日 

 から令和 26 年（2044 年）3 月 31 日とする。 

 

４ 事業方式 

本事業は DBO（Design：設計、Build：建設、Operate：運営）方式により実施する。 

酒田地区広域行政組合（以下「本組合」という）は本施設の設計・建設及び運営・維持管理に係

る資金を調達し、本施設を所有する。なお、本施設の設計・建設については、循環型社会形成推進

交付金の対象事業として実施する予定である。 

落札者の構成企業は選定事業者（以下「事業者」という。）として、本組合の所有となる本施設の

設計・建設業務及び運営・維持管理業務に係る本事業を一括して行うものとする。なお、本事業は、

運営事業者として SPC（特別目的会社）を必置としていない。 

本組合は本施設を 30 年以上にわたって使用する予定であり、事業者は 30 年以上の使用を前提と

して本業務を行うこととする。 
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５ 事業範囲 

事業者が行う本事業の業務範囲は次のとおりである。 

設計・建設業務 

建設事業者は、本組合と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行う。

また、本事業を行うために必要な許認可の取得を行う。 

建設については、土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、機械設備工事、電気計装設備

工事、配管工事及びその他の関連工事を行う。 

工事範囲の詳細は、要求水準書【設計・建設工事編】を参照すること。 

建設事業者は、本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連

業務、計画通知等の手続関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。 

運営・維持管理業務 

運営事業者は、本組合と締結する運営・維持管理業務委託契約に基づき、処理対象物を受け入

れ、要求水準書【運営・維持管理業務編】に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。な

お、その際に、本施設の運営・維持管理業務として受付・受入管理業務、運転管理業務、用役管

理業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務、資源物・残渣物管理業務、その他関連業

務等を行う。 

運営事業者は、本施設を運転することにより発生した沈砂、し渣及び助燃剤を施設内で適正に

管理し、本組合の焼却施設まで運搬を行うものとする。 

運営事業者は、本施設の見学希望者等については本組合と連携して適切な対応を行う。 
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第２章 審査方法等 

１ 入札の方法 

入札の方法は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 の 2 に規定する総合

評価一般競争入札方式により実施した。 

 

２ 落札者選定までの経過 

落札者選定までの経過は、表 1 のとおりである。 

 

表 1 落札者選定までの経過 

日 時 内  容 

令和 7 年 2 月 26日（水） 入札公告 

入札説明書等の公表 

令和 7 年 

～ 

3 月 

3 月 

4日（火） 

5日（水） 

現地見学会 

令和 7 年 

～ 

3 月 

3 月 

3日（月） 

6日（木） 

入札説明書等に関する質問受付（第1回） 

令和 7 年 3 月 21日（金） 入札説明書等に関する質問回答（第1回） 

令和 7 年 

～ 

3 月 

3 月 

24日（月） 

27日（木） 

参加表明書及び資格審査申請書類の受付 

令和 7 年 4 月 8日（火） 資格審査結果の通知 

令和 7 年 4 月 10日（木） 資格審査結果に関する説明要求の受付 

令和 7 年 4 月 24日（木） 資格審査結果に関する説明要求の回答 

令和 7 年 

～ 

4 月 

4 月 

8日（火） 

10日（木） 

入札説明書等に関する質問受付（第 2 回） 

令和 7 年 4 月 24日（木） 入札説明書等に関する質問回答（第 2 回） 

令和 7 年 5 月 22日（木） 入札提案書類の受付期限 

令和 7 年 7 月 2日（水） 入札提案書類に関するヒアリング、審査 

令和 7 年 7 月 2日（水） 開札 

令和 7 年 7 月 4 日（金） 審査結果通知及び結果の公表 

落札者の決定及び公表 

令和 7 年 7 月 22日（火） 基本協定締結 

 

３ 審査委員会の設置 

本事業の事業者選定に当たり、提案審査は公平性及び透明性を確保し、専門的知見に基づく評価

を行うことを目的に、学歴経験者等 8 名により構成される酒田地区広域行政組合汚泥再生処理セ

ンター施設整備事業総合評価審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置し、審査を行っ

た。 

 

［委員の構成］（第 1 回、第 2 回委員会） 

委 員 長 安川 智之 酒田地区広域行政組合副管理者（酒田市副市長） 

副委員長 村岡 修 酒田地区広域行政組合事務局長 

委 員 渡部 徹 国立大学法人山形大学 農学部 学部長 

委 員 濵田 雅巳 公益社団法人全国都市清掃会議 技術部 技術指導部長 

委 員 村上 祐美 酒田市市民部長 
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委 員 平井 雅史 酒田市市民部環境衛生課長 

委 員 中野 正樹 庄内町環境防災課長 

委 員 太田 英敦 遊佐町地域生活課長 

 

［委員の構成］（第 3 回、第 4 回委員会） 

委 員 長 安川 智之 酒田地区広域行政組合副管理者（酒田市副市長） 

副委員長 齋藤 康一 酒田地区広域行政組合事務局長 

委 員 渡部 徹 国立大学法人山形大学 農学部 学部長 

委 員 濵田 雅巳 公益社団法人全国都市清掃会議 技術部 技術指導部長 

委 員 佐藤 裕明 酒田市市民部長 

委 員 佐藤 傑 酒田市市民部環境衛生課長 

委 員 中野 正樹 庄内町環境防災課長 

委 員 太田 英敦 遊佐町地域生活課長 

 

 

４ 審査委員会の開催経過 

本事業の事業者選定における審査委員会の開催経過は、表 2 のとおりである。 

 

表 2 審査委員会の開催経過 

日  付 内  容 

令和 6 年 10 月 25 日 （金） 

第１回審査委員会 

（事業概要と委員会スケジュールに関する説明、実

施方針（案）の説明、入札公告書類（入札説明書、

落札者選定基準等）に係る審議） 

令和 7 年 1 月 22 日 （水） 

第２回審査委員会 

（入札公告書類（入札説明書、落札者選定基準等）

に係る審議）） 

令和 7 年 6 月 10 日 （火） 

第３回審査委員会 

（提案書の基礎審査、提案内容に係る意見交換） 

令和 7 年 7 月 2 日 （水） 

第 4 回審査委員会 

（事業者ヒアリング、提案書の定量化審査、開札、

入札価格の定量化審査、最優秀提案者の選定、審査

講評の審議） 
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５ 落札者選定の手順 

落札者選定の手順については、図１のとおりである。 

 

※最優秀提案者を選定する委員会の事務は図中網掛け部分

参加表明書及び入札参加資格審査申請書類の提出

参加資格要件の審査

提案書等の提出

提案書の

基礎審査

提案書の提出 入札書の提出

提案書の

定量化審査

開札

入札価格の

定量化審査

総合評価値の算定

最優秀提案者の選定

落札者の決定

失格

失格

失格

参加資格要件の
不備

基礎審査項目を
満たしていない場合

予定価格を超過
していた場合

提案審査

 

図 1 落札者選定の手順 
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６ 審査手順 

参加資格審査 

参加資格審査は、参加表明書及び参加資格審査申請書の提出書類により、入札説明書に記載の

入札参加者の備えるべき参加資格要件を満たしていることを事務局において確認した。 

 

提案審査 

提案書の基礎審査 

提案書に記載された内容が、次に掲げる基礎審査項目を満たしていることを確認した。 

提出された提案書等が全て揃っていること。 

提案書の内容が要求水準書に示す要求水準をすべて満たしていること。 

入札説明書及び様式集に示す提案書の作成に関する条件について違反のないこと。 

提案書全体について、同一事項に対する 2 通り以上の提案又は提案事項間の齟齬、矛盾等が

ないこと。 

 

提案書の定量化審査 

審査項目及び配点 

審査委員会は、表 3 に示す審査項目及び配点に対し、提案書等に記載された内容について審

査した。 
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表 3 審査項目及び配点 

配点

大項目 中項目 小項目 合計

9点

2点

① 基本方針 1 2点

3点

4点

24点

4点

（2）施設建設工事 6点

9点

5点

25点

6点

（2） 安定稼働の確保 5点

（3） 維持管理経費に関する考え方 4点

4点

6点

2点

17 2点

40点

18 40点

４　自由提案

（1）大項目1～3以外の自由提案

５　入札価格に関する事項

（1）入札価格

3点
① 地域貢献 16

（5）地域経済活性化

3点

① 運営・維持管理体制 12 6点

（4） 災害や故障時の対処

① 災害や故障時の対処・アフターサービス等 15 4点

3点

（1） 運営・維持管理体制

① 維持管理費の低減策 14 4点

4点

① 設備・機器の維持管理 13 5点

（4）地域経済活性化

３　運営・維持管理に関する事項

11 5点

② 臭気対策 9 2点

① 地域貢献

② 機器配置計画、屋内（作業）動線計画 5 2点

③ ライフサイクルコストの低減策 10

② 工事期間中の安全対策及び周辺対策 7 3点

① 工事工程及び工事実施体制 6

（3）施設性能に関する考え方

① 処理の安定性 8 3点

１　事業計画に関する事項

（1）事業実施の基本方針

（2）環境への配慮

審査項目
No.

（1）施設全体計画

① 施設配置計画、屋外（車両）動線計画 4 2点

3点2

２　設計・建設工事に関する事項

（3）災害時対策

① 災害時の対応 3 4点

① 環境負荷低減対策
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技術提案書の定量化審査に関する得点化方法 

提案を求めている審査項目においては、表 4 に示す 5 段階評価により審査を行い、各委員

が個別に行った評価の平均値により得点化を行う。 

なお、審査委員会は、最終的な審査を下す前に、提案書に関するヒアリングを実施し、提案

内容の確認等を行う。 

 

表 4 審査基準及び得点化方法 

評価 審査基準 得点化方法 

Ａ 提案内容の全てにおいて特に優れた提案と認められる 配点×1.00 

Ｂ 提案内容に優れている点が多数ある 配点×0.75 

Ｃ 提案内容に優れている点がある 配点×0.50 

Ｄ 提案内容は優れているがやや乏しい 配点×0.25 

Ｅ 提案内容が要求水準書を満たす程度 配点×0.00 

 

入札価格の定量化審査 

入札価格の定量化審査においては、提案価格について、表 5 得点算定式により、入札価格を構

成する設計・建設業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対価のそれぞれを得点化した。 

なお、定量化限度額は、入札書比較価格を構成する設計・建設業務に係る内訳額（消費税及び

地方消費税を含まない）及び運営・維持管理業務に係る内訳額（消費税及び地方消費税を含まな

い）に対して事前に設定した価格であり、開札時に発表した。 

 

表 5 提案価格の得点算定式 

算定式①【入札価格の定量化審査の得点算定式】 

○入札価格を構成する設計・建設業務に係る対価 

【最低入札価格（設計・建設業務に係る対価） ＞ 定量化限度額の場合】 

当該入札参加者の入札価格（設計・建設 最低入札価格（設計・建設業務に係る対価）
業務に係る対価）の定量化審査の得点 入札価格（設計・建設業務に係る対価）

＝ 20点 ×
 

【最低入札価格（設計・建設業務に係る対価） ≦ 定量化限度額の場合】 

当該入札参加者の入札価格（設計・建設 定量化限度額
業務に係る対価）の定量化審査の得点 入札価格（設計・建設業務に係る対価）

＝ 20点 ×

※入札価格（設計・建設業務に係る対価）が定量化限度額以下の入札参加者の得点＝20 点満点 

※入札価格（設計・建設業務に係る対価）が設計・建設業務の入札書比較価格を超過した場合は得点をゼロ点とする。 

 

○入札価格を構成する運営・維持管理業務に係る対価 

当該入札参加者の入札価格（運営・維持 最低入札価格（運営・維持管理業務に係る対価）

管理業務に係る対価）の定量化審査の得点 入札価格（運営・維持管理業務に係る対価）
＝ 20点 ×

 

【最低入札価格（運営・維持管理業務に係る対価） ≦ 定量化限度額の場合】 

当該入札参加者の入札価格（運営・維持 定量化限度額
管理業務に係る対価）の定量化審査の得点 入札価格（運営・維持管理業務に係る対価）

＝ 20点 ×
 

※入札価格（運営・維持管理業務に係る対価）が定量化限度額以下の入札参加者の得点＝20 点満点 

※入札価格（運営・維持管理業務に係る対価）が運営・維持管理業務の入札書比較価格を超過した場合は得点をゼロ点と

する。 
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総合評価値の算出 

表 6 に示す算定式により、各入札参加者の総合評価値を算出する。 

 

表６ 総合評価値の算出方法 

算定式②【総合評価値の算定式】 

入札価格（設計・建設業務に係る対
価）の定量化審査の得点 ＋

入札価格（運営・維持管理業務に係
る対価）の定量化審査の得点

当該入札参加者の
総合評価値

＝
当該入札参加者の

提案書の定量化審査の得点
＋

当該入札参加者の
入札価格の定量化審査の得点
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第３章 最優秀提案者選定結果 

１ 資格審査 

令和 7 年 2 月 26 日に入札公告を行い、令和 7 年 3 月 27 日まで参加表明書及び資格申請書類を

受け付けたところ、以下の 2 グループから申請があった。 

本組合は、参加資格の確認を行い、令和 7 年 4 月 8 日に代表企業に対し、参加資格を有すること

を書面にて通知した。 

 

表７ 参加表明書及び資格申請書類等提出グループ 

 ケヤキグループ クロマツグループ 

代表企業 カナデビア株式会社 東北支社 
水 ing エンジニアリング株式会社 

東北支店 

構成員 

株式会社みなと 

浅野アタカ株式会社 酒田営業所 

環清工業株式会社 

大井建設株式会社 

株式会社エルデック 

協力企業 

東北電機鉄工株式会社 

株式会社メカニック 

東北環境開発株式会社 酒田支店 

水 ing エンジニアリング株式会社 

東北支店 

 

なお、審査委員会による審査にあたっては、審査の公平性を期すため、提案書等すべての書類に

おいて入札参加者の企業名は伏せ、表 7 のグループ名で識別して審査を行った。 

 

２ 提案書の基礎審査 

令和 7 年 5 月 22 日に入札参加資格を有する 2 グループより提案書等が提出された。 

提出された提案書等をもとに基礎審査項目に沿って基礎審査を行った。提案書等を提出した 2 グ

ループは、いずれも本組合が要求する水準を満足していること等が確認されたため、基礎審査に合

格しているものと認められた。 

 

３ 提案書の定量化審査及び提案書に関するヒアリング 

審査委員会は、令和 7 年 7 月 2 日に提案書の定量化審査を行った。審査に際しては、技術提案書

に関する入札参加者による説明（プレゼンテーション）及び委員による提案内容に対する質疑（ヒ

アリング）を実施し審査を行った。 

定量化審査の審査項目について、適確な提案がなされているかの審査を行い、技術提案書に関す

る得点化を行った。なお、評価は、本組合の要求する水準を満たしたうえで、より優れた提案に対

して評価を行う加点方式である。 

審査結果を表 8 に示す。 

 

 

 

  




